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■ 在宅福祉サービスの通常営業開始 2024/5/1から 

    令和６年 能登半島地震の影響で、在宅福祉サービスについて通常営業ができない状況でしたが、令

和６年５月１日から、通常営業をいたします。一部、営業日数については変更する場合がありますが、可

能な限り利用者の皆様の要望にお応えしたいと思っております。 

三井町拠点 石川県輪島市三井町小泉上野２番地 

事 業 所 名 
あての木園訪問介護センタ

ー 

あての木園デイサービスセ

ンター 

あての木園居宅介護支援事

務所 

サービス提

供 時 間 
8：30～17：30 

10：00～15：３０ 

※天候等により時間変更あ

り 

8：30～17：30 

営 業 時 間 8：30～17：30 8：30～17：30 8：30～17：30 

営 業 日 （当面）月曜日～金曜日 （当面）月曜日～金曜日 （当面）月曜日～金曜日 

連 絡 先 （0768）26-1910 （0768）26-1910 （0768）26-1788 

 

三井町拠点 石川県輪島市三井町小泉上野２番地 

事 業 所 名 通所型サービスＣ 配食サービス 

サービス提供時間 午前 昼食、夕食の提供 

営 業 時 間   

営 業 日 要望に応じて実施 要望に応じて実施 

連 絡 先 （0768）26-1788 （0768）26-1661 

 

堀町拠点 石川県輪島市堀町９字２５番地 

事 業 所 名 あての木園ふげしデイサービスセンター 通所型サービスＡ 

サービス提供時間 
９：１５～１６：１５ 

※天候等により時間変更あり 

９：１５～１６：１５ 

※天候等により時間変更あり 

営 業 時 間 8：30～17：30 8：30～17：30 

営 業 日 月曜日～金曜日 月曜日～金曜日 

 

堀町拠点 石川県輪島市堀町９字２５番地 

事 業 所 名 あての木訪問入浴介護センター 

サービス提供時間 8：30～17：30 ※天候等により時間変更あり 

営 業 時 間 8：30～17：30 

営 業 日 月曜日～金曜日 

   サービス利用についてはケアマネージャにご相談ください 

■ 施設サービスについて 

   特別養護老人ホームについては、現在のところ再開の見込は立っておりませんが、施設の修繕につい
て関係機関との打ち合わせ中です。 

     休業している期間も４カ月が経過しておりますが、再開に向けて取り組んでおりますで、もうしばら

くお待ちいただきたいと思います。 

    再開は、当施設から２次避難された入居者の方を優先に受入れします。 

 

・ 新規の施設入居者の申込みについて 

    施設入居を希望される方がいましたら、受付をいたします 

  

社会福祉法人 輪島市福祉会 

〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野２番地（法人本部） 
 三井町拠点 訪問介護,通所介護,短期入所,介護老人福祉施設,居宅介護支援,在宅介

護支援,通所型サービスＣ,配食 

 堀町拠点   認知症対応型通所介護,通所型サービスＡ 
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■ 令和年６度 『苦情解決責任者』  
輪島市三井町拠点    

事業等 担当者 氏名（ふりがな） 電話番号 FAX 番号 

苦情解決責任者（施設長） 谷口 広之(たにぐち ひろゆき) 
☎0768 

26-1661 

📠0768 

26-1751 
    

輪島市堀町拠点    

事業等 担当者 氏名（ふりがな） 電話番号 FAX 番号 

苦情解決責任者(センター長) 谷内 朝子(やち あさこ) 
☎0768 

23-4165 

📠0768 

23-4166 

 

■ 令和５年度 『苦情受付状況』 
令和５年４月から令和６年３月 

 

苦情受付件数 ５ 件 

苦情の内容(上記の内訳) 

ア.ケアの内容に関わる事項 2 件 

イ.職員の言動又は態度 3 件 

ウ.個人の嗜好・選択に関わること 0 件 

エ.制度、施策、法律に関わること 0 件 

オ.その他 0 件 

改善状況 

ア.改善した 5 件 

イ.改善に向けて取り組み中 0 件 

ウ.その他 0 件 

■受付及び対応記録 

１ 

（入居者の家族より） 

嘱託医より（皮膚疾患の）軟膏を処方されていたが、皮膚の状態が改善しないので、皮膚

科に受診しました。家族の面会時に皮膚の状態を見て、思った以上に皮膚の状況が悪いの

で、「最初の診察（嘱託医の診察）に立ち会えばもっと（早く対応でき、皮膚疾患も）良くなっ

ていたかもしれない。」と言われました。 

（対応） 

経過観察をしていたが改善しないため家族に連絡をしました。家族はもっと早く連絡が

欲しかったようで連絡の遅れを謝罪しました。(嘱託医の専門外の必要な治療に関して)普

段かかっていない科を受診する、普段以外の処方があった際は家族へ報告します。 

■第三者委員に報告し助言をもらいました 

2 

（入居者の家族より） 

４月から皮膚トラブルがあり、まだ治ってもいないのに施設からの「４月の生活状況のお

知らせ」に「お変わりなく穏やかに過ごされています」と記載されてありましたが、どういう

ことですか？（皮膚トラブルの件に関して一切記載されていないし、経過もどうなったのか

の記載もありません。皮膚トラブルはお変わりなく、皮膚トラブルに改善も悪化もみられな

いという意味なのでしょうか？） 

（皮膚トラブルがあると電話連絡してきたのに、お変わりありませんの記載に関して）会

社として（職員間の）横の連携がとれていない。（皮膚トラブルに関する）状況をこちら（家

族）に報告する気があるのですか？  
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（対応） 

傾聴し謝罪し、「生活状況のお知らせ」には家族に電話連絡した身体的・精神的な状況に

関する内容等に関連したものも記入します。また、他の職員に記入した「生活状況のお知ら

せ」に目を通してもらう。 

■第三者委員に報告し助言をもらいました 

3 

（利用者の家族より） 

前回のデイ利用時に「尿とりパッドを外して欲しい」と頼んであったがパットをつけたま

ま帰ってきた。そのせいで自宅のトイレが詰まってしまった。（自宅のトイレが詰まってしま

ったことや尿とりパッドを外してほしいと頼んだことが）１回２回じゃないので必ず尿とり

パッドを外して（自宅に帰して）欲しい。 

（対応） 

帰る時に必ず（本人に尿とりパットを外すように）声掛け確認をする。（尿とりパットが必

要なら）紙パンツに貼ってトイレに落ちにくい尿とりパッドの紹介を家族にするという方法

も紹介する。 

■第三者委員に報告し助言をもらいました 

4 

（利用者の家族より） 

いつもデイ利用時は送迎を娘が立会い見送っていたが、「●●日は送り出しが出来な

い。」と電話したら、●●日に自宅に帰ってくると、（本人は）デイの迎えもなく利用されてお

らずデイ利用する時に用意した荷物もそのまま、昼食も摂っておらず自宅にいた。 

（対応） 

「送り出しができない」と連絡を受けた職員は、「送り出しができない」という意味は「家

族がセンターまで送迎ができない」と思い込み、家族の送迎ができないので「お休みする」

と勘違いをしてしまった。「家族送迎ができないのならお迎えに行きますか？」「お休みで

すね？」と、確認していく。（電話での応対では「利用」か「利用中止」かを確実に確認する） 

■第三者委員に報告し助言をもらいました 

5 

（入居者の家族より ） 

面会時にズボンが破れたので２枚持ってきてもらえないかと言われた。ズボンが破けた

ので持ってきてほしいと言われたのは今回で２回目です。破れたズボンの箇所も同じとこ

ろ。なぜ同じ箇所が破れるの？ 

また、面会に行くたびに同じような服を着せているけど、たまには違う服を着させて欲

しい。 

（対応） 

故意に破っている訳ではなく、ズボンを上げ下げする際に破れてしまうことを説明する。

今後より一層気付けてズボンの上げ下げの介助を行う。 

面会前に衣類を着替えましたが、同じ色同じような衣服が多い為、交換していないと思

われたようです。着替えを行った職員が次回の面会の服を用意する。 

■第三者委員に報告し助言をもらいました 

   ■苦情受付未処理の状況 

なし 

■年度別苦情受付状況 

年度 受付件数 

2019 年度 9 件 

令和 2 年度 8 件 

令和 3 年度 6 件 

令和 4 年度 5 件 

令 和 ５ 年 度 ５ 件 
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（参考 ※行政やその他の苦情受付機関） 

行政やその他の苦情受付機関 

輪島市健康福祉部福祉課 

〒928－8525 石川県輪島市二ツ屋町２字 29番地  

電話番号：（０７６８）２３－１１59  ＦＡⅩ番号：（０７６８）２３－１１96 

Ｅメール：kaigo@city.wajima.lg.jp 

受付時間 ：午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く） 

石川県国民健康保険団体連合会 

〒９２０－０９６８ 石川県金沢市幸町１２番１号 （石川県幸町庁舎５階） 

電話番号：（０７６）２３１－１１１０  ＦＡⅩ番号：（０７６）２３１－１６０１  

Ｅメール：kaigo110@sr.incl.ne.jp 

受付時間 ：午前９時～午後５時（土・日曜日、祭日を除く） 

石川県福祉サービス運営適正化委員会 

〒９２０－８５５７ 石川県金沢市本多町３丁目１番１０号 石川県社会福祉会館２階  

社会福祉法人 

石川県社会福祉協議会内 

電話番号：（０７６）２３４－２５５６  ＦＡＸ番号 （０７６）２３４－２５５８ 

■ 輪島市福祉会 職員募集 
職種 ホームヘルパー 登録・臨時 運転手兼介護補助／訪問入浴兼デイ／パート 

仕事内容 ・ホームヘルパー業務 ・訪問入浴車の運転（AT車） 

・デイサービス福祉車両の車いすの乗降の介助、

車いすの固定、車いすの操作介助もあり 

・体の不自由な方の乗降の介助もあり 

・訪問入浴の浴槽等設置、入浴介助、更衣介助、 

・洗車、窓掃除、トイレ清掃、除雪等の作業あり 

形態 パート労働 パート労働 

就業場所 〒929-2378 

石川県輪島市三井町小泉上野 2番地 

〒929-2378 

石川県輪島市堀町９字２５番地 

年齢 不問 不問 

免許・資格 普通自動車運転免許 必須 / AT限定 可 普通自動車運転免許 必須 / AT限定 可 

試用期間 なし なし 

時間額 1,050円～1,350円 

・介護補助 1,050円 

・介護補助(認知症介護基礎研修受講者) 1,100円 

・介護補助(介護職員初任者研修課程修了者）1,150円 

・介護福祉士 1,300円 

・登録ヘルパー(介護福祉士) 1,350円 

1,0５0円～1,300円 

・介護補助 1,050円 

・介護補助(認知症介護基礎研修受講者)1,100円 

・介護補助(介護職員初任者研修課程修了者）1,150円 

・介護福祉士 1,300円 

労働時間 8時 30分～17時 30分（8ｈ） 

または 8時 30分から 17時 30分の間の 4時

間以上 ※就業時間について相談可能 

8時 30分～17時 30分（8ｈ） 

または 8時 30分から 17時 30分の間の 4時

間以上 ※就業時間について相談可能 

休憩時間 60分 60分 

  週 2日～週 5日 労働日数について相談可 週 2日～週 5日 労働日数について相談可 

休日等 勤務シフトによる休日(相談可) 勤務シフトによる休日(相談可) 

採用人数 ４人 増員 ３人 増員 

 

■●▼◆●▲■●▼◆●▲■●▼◆●▲■●▼◆●▲■●▼◆●▲■●▼◆●▲■●▼◆●▲■●▼◆ 
社会福祉法人 輪島市福祉会 

〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野２番地 

電話番号   0768-26-1661 

FAX番号  ０７６８‐２６‐１７５１ 
メール    atenoki@skyblue.ocn.ne.jp 

Hp        http://www.amusewajima.gr.jp/atenokien/ 


